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第１回埼玉ＤＸ大賞 Ｑ＆Ａ 

 

【応募者】 

Ｑ１ 応募者には公益法人やＮＰＯ法人などは含まれますか。 

Ａ１ 応募者は中小企業基本法第２条１項に定める中小企業者と個人事業主に

限られます。 

 【参考】中小企業基本法第２条第１項に定める中小企業者 

                         (出典:中小企業庁 HP) 

 

Ｑ２ 複数の事業者を推薦することはできますか。 

Ａ２ 複数の事業者を推薦することは可能です。 

 

【応募要件】 

Ｑ３ 取組の成果の証拠書類等を提出する必要はありますか。 

Ａ３ 取組の成果などエントリーシートに記載された内容について、応募時に

証拠書類等を提出する必要はありません。なお、審査に当たって、質問等があ

る場合がありますので、関連資料については、必ず保管していただきますよう

お願いします。 

 

Ｑ４ １事業者で複数の応募を行うことができますか。 

Ａ４ １事業者で複数の応募を行うことも可能です。しかし、埼玉ＤＸ大賞の審

査は組織全体への影響や顧客や従業員などのステークホルダーの利益への配

慮など、事業者全体の活動も評価しますので、事業者の取組をまとめて応募し

ていただくことをお勧めします。 

 

https://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm#q1
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Ｑ５ 既に他の類似の表彰を受けたことがある取組内容でも応募できますか。 

Ａ５ 他の類似の表彰を受けた取組であっても応募することは可能です。なお、

次年度以降は、埼玉ＤＸ大賞を受賞した取組については応募できません（さら

に発展、拡大させた取組は可）。 

 

Ｑ６ 応募する取組内容は現在でも継続していなければいけませんか。 

Ａ６ 応募する内容は必ずしも現在継続している必要はありません。しかしな

がら、審査基準の「波及効果」には、持続可能性の項目があり、当該取組の持

続可能性や今後の発展、拡大の可能性が評価されますのでご留意ください。  

 

Ｑ７ 以前取り組んでいた内容でも応募できますか。 

Ａ７ 以前取り組んでいた内容でも応募できます。しかしながら、審査基準の

「波及効果」には、持続可能性の項目があり、当該取組が持続可能性や今後の

発展、拡大の可能性が評価されますのでご留意ください。  

 

Ｑ８ 外部のＩＴベンダーやコンサルタントに多くの支援を受けた取組ですが、

応募できますか。 

Ａ８ 外部の支援者が関与した取組であっても応募できます。その場合は、エン

トリーシートの「実施体制」において、外部の支援者の支援体制、内容等を記

載してください。 

 

【応募方法】 

Ｑ９ WEB応募フォーム（Googleフォーム）が利用できない場合はどのように応

募したらよいですか。 

Ａ９ Google フォームが利用できない場合は、電子メールでの応募をお願いし

ます。電子メールによる応募方法については、ホームページに記載してありま

すのでご確認ください。 

 

Ｑ１０ 郵送又は持参での応募はできませんか。 

Ａ１０ 郵送や持参による応募はできません。 

 

Ｑ１１ WEB応募フォーム（Googleフォーム）で応募した場合、応募結果を確認

できますか。 

Ａ１１ Google フォームから応募した場合、応募者のメールアドレスに回答内

容を自動でメールします。 
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Ｑ１２ エントリーシートの書き方について、サポートしていただけませんか。 

Ａ１２ エントリーシートの書き方について、ご質問があればお答えいたしま

すが、具体的な内容についてのサポートはできません。 

 

Ｑ１３ 応募の際にエントリーシートの提出は必須ですか。 

Ａ１３ エントリーシートは必ず応募フォームに添付していただくか、電子メ

ールに添付して応募してください。 

 

【審査】 

Ｑ１４ 審査基準と配点はどのようになっていますか。 

Ａ１４ ホームページに審査基準表を掲載していますので、参考にしてくださ

い。 

 

Ｑ１５ 審査委員はどのような方ですか。 

Ａ１５ 学識経験者やＤＸの取組を進めている企業の方などに審査委員に就任

していただいています。 

 

Ｑ１６ 第１次審査の結果は応募者全員に知らされますか。 

Ａ１６ 応募いただいた方全員に第１次審査の結果を通知します。 

 

Ｑ１７ 第２次審査はオンラインで参加できますか。 

Ａ１７ 第２次審査はオンラインでの実施を予定しています。詳しくは、第１次

審査を通過した応募者にご連絡いたします。 

 

【広報活動等】 

Ｑ１８ 彩の国ビジネスアリーナ２０２４内の「埼玉ＤＸ大賞受賞者」ブースで

は、ＤＸの取組とは直接関係のない受賞者の他の製品やサービスを展示する

ことができますか。 

Ａ１８ 彩の国ビジネスアリーナでは、ＤＸの出展エリア内に受賞者の取組を

紹介するブースを設置する予定です。そのため、このブースでは、ＤＸの取組

を中心とした展示をお願いする予定としています。 

 

Ｑ１９ 受賞した結果を自社の広報に利用できますか。 

Ａ１９ 受賞については事業者の広報、製品やサービス販売に積極的に御活用

ください。 
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Ｑ２０ 他の事業者を推薦し、その事業者が受賞した場合、推薦した団体等が、

広報に活用することはできますか。 

Ａ２０ 推薦した事業者が受賞した場合、受賞者に意向を確認し、積極的に広報

に御活用ください。 

 

Ｑ２１ 応募後、エントリーシートは公開されますか。また、公開される場合は

どこまで公開されますか。 

Ａ２１ エントリーシートの「取組の概要」については、ホームページ等で公開

する可能性があります。また、受賞者の取組については、推進モデルとして

様々な場で紹介させていただきますので、ご協力をお願いします。 

   

【プレゼンテーションの実施者（９月４日追加）】 

Ｑ２２ 第２次審査のプレゼンテーションを推薦者（元）が行うことはできます

か。 

Ａ２２ 他薦の場合であっても、第２次審査のプレゼンテーションはＤＸに取

り組んだ事業者（推薦先）が行ってください。質疑応答などの補足説明は、推

薦者（元）にもご対応いただくことが可能です。 

    

  


